
 

 

禁 煙 ・ 分 煙 推 進 事 業 実 施 要 綱  

 

１  目  的  

  受 動 喫 煙 に よ る 健 康 へ の 悪 影 響 に つ い て は 、科 学 的 に 明 ら か と な っ て い る 。国

に お い て は 、平 成 １ ５ 年 ５ 月 に 施 行 さ れ た 健 康 増 進 法 に お い て 、受 動 喫 煙 に よ る

健 康 へ の 悪 影 響 を 排 除 す る た め に 、多 数 の 者 が 利 用 す る 施 設 を 管 理 す る 者 に 対 し

て 受 動 喫 煙 の 防 止 へ の 努 力 義 務 が 規 定 さ れ て い る 。  

 県 に お い て は 、喫 煙 対 策 を 健 康 増 進 計 画「 健 や か 山 梨 ２ １（ 第 ２ 次 ）」に 位 置

づ け 推 進 し て い る 。  

 こ の た め 、県 が 、県 内 の 公 共 の 機 関 、事 業 所 等 に お い て 受 動 喫 煙 対 策 を 実 施 し

て い る 施 設 を 「 禁 煙 ・ 分 煙 認 定 施 設 」 と し て 認 定 を 行 う 。  

 ま た 、乳 幼 児 や 妊 産 婦 な ど の 受 動 喫 煙 の 防 止 を 図 る 観 点 か ら 、時 間 帯 禁 煙 等 に

取 り 組 む 飲 食 店 を「 禁 煙 推 進 店 」と し て 普 及 す る こ と に よ り 、禁 煙・分 煙 を 推 進

し 、 受 動 喫 煙 防 止 環 境 を 整 備 し 受 動 喫 煙 の 防 止 を 図 る 。  

 

２  実 施 主 体  

   山 梨 県  

 

３   事 業 の 期 間  

   平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ５ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 期 間 と す る 。  

 た だ し 、国 の 受 動 喫 煙 防 止 施 策 の 動 向 、県 健 康 増 進 計 画 の 評 価 、改 定 時 等 に 併

せ て 、 事 業 内 容 の 見 直 し を 実 施 し て い く 。  

 

４  事 業 の 内 容  

   知 事 は 、受 動 喫 煙 防 止 対 策 を 実 施 し て い る 、県 内 の 対 象 施 設 に 対 し て 、管 理

者 か ら 申 込 み を 受 け た 場 合 、取 り 組 ん で い る 対 策 状 況 に 応 じ て（ １ ）認 定 事 業

ま た は （ ２ ） 禁 煙 推 進 店 普 及 事 業 を 実 施 す る 。  

（ １ ）の 認 定 事 業 に つ い て は 、認 定 区 分 に 適 合 す る 場 合 は 、「 禁 煙・分 煙 認

定 施 設 」 と し て 認 定 し 、 施 設 名 等 を 公 表 す る 。  

（ ２ ）の 禁 煙 推 進 店 普 及 事 業 に つ い て は 、認 定 せ ず 、「 禁 煙 推 進 店 」と し て

施 設 名 等 を 公 表 す る 。  

 

（ １ ） 認 定 事 業  

ア  認 定 区 分 (次 の（ ァ ）～（ ェ ）の 区 分 の い ず れ か の 要 件 に 該 当 す る こ と 。) 

    （ ァ ）敷 地 内 禁 煙：施 設 及 び 施 設 の 存 在 す る 敷 地 内 の す べ て が 禁 煙 で あ る  

こ と 。  

    a 敷 地 内 （ 施 設 を 含 む ） が 全 て 禁 煙 で あ る こ と を 標 示 し て い る 。  

    b 敷 地 内 （ 施 設 を 含 む ） に 灰 皿 等 を 置 い て い な い 。  

   

   （ ィ ） 屋 内 禁 煙 (建 物 全 体 )： 施 設 全 体 が 禁 煙 で あ り 、 屋 外 に 喫 煙 場 所 が あ  

る こ と 。 ※ 建 物 本 体 の 屋 根 が か か る 部 分 は 、 建 物 の 一 部 と み な す 。  

a 施 設 全 体 が 禁 煙 で あ る こ と を 標 示 し て い る 。  

b 施 設 内 に 灰 皿 等 を 置 い て い な い 。  

c 屋 外 に 喫 煙 場 所 を 設 置 し 、 標 示 し て い る 。  

 



 

 

    （ ゥ ）屋 内 禁 煙 (テ ナ ン ト 等 建 物 の 一 部 )：集 合 施 設 に お い て テ ナ ン ト 等 の 区  

分 に 応 じ た 管 理 者 単 位 の 禁 煙 で あ る こ と 。  

a テ ナ ン ト 内 が 禁 煙 で あ る こ と を 標 示 し て い る 。  

b テ ナ ン ト 内 に 灰 皿 等 を 置 い て い な い 。  

c 屋 内 の 共 用 部 分 か ら テ ナ ン ト 内 に 煙 も 臭 い も 流 入 し な い 構 造 と な っ  

て い る 。  

 

    （ ェ ）完 全 分 煙：喫 煙 室 等 を 設 け 、タ バ コ の 煙 や 臭 い が 漏 れ な い よ う 排 気 装  

置 等 に よ り 、 「 職 場 に お け る 喫 煙 の た め の ガ イ ド ラ イ ン 」 （ 平 成 １ ５  

年 ５ 月 ９ 日 付 け 厚 生 労 働 省 労 働 基 準 局 長 通 知 ） に 示 す 職 場 の 空 気 の 環  

境 基 準 に 適 合 し て い る こ と 。  

    a 喫 煙 室 等 を 設 置 し 、 標 示 し て い る 。  

b 十 分 な 能 力 の 排 気 装 置 が あ り 、 喫 煙 室 等 か ら 煙 も 臭 い も 漏 れ て お ら  

ず 、 か つ 、 新 鮮 な 空 気 の 給 気 に も 配 慮 し て い る 。  

c 喫 煙 室 以 外 の 屋 内 に 灰 皿 等 を 置 い て い な い 。  

     d 職 場 の 空 気 の 環 境 基 準 に つ い て は 、次 の（ a）～（ c）の 基 準 に 適 合 し  

て い る 旨 の 第 ３ 者 の 証 明 を 得 て い る こ と 。 （ 別 紙 様 式 ７ ）  

（ a） 浮 遊 粉 じ ん の 濃 度 が ０ ． １ ５ mg／ m 3 以 下 で あ る こ と  

（ b） 一 酸 化 炭 素 （ CO） の 濃 度 が １ ０ ppm 以 下 で あ る こ と  

（ c）気 流 に つ い て 、非 喫 煙 場 所 か ら 喫 煙 室 等 へ の 一 定 の 空 気 の 流 れ が 、 

風 速 ０ ． ２ m／ s 以 上 で あ る こ と  

 

イ  対 象 施 設  

       県 内 の 学 校 、 体 育 館 、 病 院 、 劇 場 、 観 覧 場 、 集 会 場 、 展 示 場 、 百 貨 店 、

事 務 所 、官 公 庁 施 設 、飲 食 店 そ の 他 の 多 数 の 者 が 利 用 す る 施 設 を 認 定 対 象

と す る 。  

 

ウ  申 込 み 方 法  

    施 設 の 管 理 者 で 、禁 煙・分 煙 対 策 の 実 施 の 認 定 を 希 望 す る 者 は 、認 定 申

込 用 紙（ 別 紙 様 式 １ ）に 必 要 事 項 を 記 入 し 、施 設 の 所 在 地 を 管 轄 す る 保 健

所 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

       な お 、４ の（ １ ）ア（ ェ ）の 申 込 み の 場 合 に は 、 d の 基 準 に 適 合 し て い

る 旨 の 第 ３ 者 の 証 明 書 (別 紙 様 式 ７ )を 添 付 す る こ と 。  

 

エ  施 設 の 実 地 調 査 等  

       申 込 書 に 基 づ き 、保 健 所 長 は 、申 込 み 内 容 の 確 認 の た め 、禁 煙・分 煙 認

定 施 設 確 認 票 （ 別 紙 様 式 ２ ） に よ り 当 該 施 設 を 実 地 調 査 す る 。  

 

オ  認 定 通 知 書 及 び ス テ ッ カ ー の 交 付  

       認 定 基 準 に 適 合 す る 施 設 に 対 し て 、保 健 所 長 が 、知 事 名 に よ る 認 定 通 知

書（ 別 紙 様 式 ３ ）及 び 認 定 を 受 け た こ と を 示 す ス テ ッ カ ー を 、又 は 不 認 定

の 通 知 書 （ 別 紙 様 式 ４ ） を 交 付 す る 。  

 

 

 



 

 

カ  認 定 施 設 の 管 理  

      各 保 健 所 長 は 、禁 煙・分 煙 認 定 施 設 登 録 台 帳（ 別 紙 様 式 ５ ）に 認 定 し た

施 設 を 登 録 す る と と も に 、禁 煙・分 煙 認 定 施 設 及 び 禁 煙 推 進 店 報 告 書（ 別

紙 様 式 ６ ）に よ り 禁 煙・分 煙 認 定 施 設 登 録 台 帳 の 写 し を 添 え て 四 半 期 ご と

に 健 康 増 進 課 長 へ 報 告 す る も の と す る 。  

 

キ  認 定 の 取 り 消 し  

      認 定 さ れ た 施 設 が 、認 定 基 準 に 適 合 し な く な っ た 場 合 は 、認 定 を 取 り 消

す と と も に 交 付 し た ス テ ッ カ ー の 返 還 を 求 め る も の と す る 。  

 

ク  認 定 施 設 の 公 表  

    健 康 増 進 課 長 は 、 禁 煙 ・ 分 煙 認 定 施 設 の 施 設 名 等 を 公 表 す る 。  

 

（ ２ ） 禁 煙 推 進 店 普 及 事 業  

  ア  推 進 店 区 分（ 次 の（ ァ ）（ ィ ）の 区 分 の い ず れ か の 要 件 に 該 当 す る こ と 。） 

    時 間 帯 ・ 特 定 日 終 日 禁 煙 （ （ ァ ） 時 間 帯 禁 煙 、 （ ィ ） 特 定 日 終 日 禁 煙 ） 

（ ァ ） 時 間 帯 禁 煙  

・ラ ン チ タ イ ム を 含 む ２ 時 間 以 上 、屋 内 禁 煙 の 時 間 帯 を 設 け て い る こ と 。 

・ 禁 煙 時 間 帯 は 、 店 舗 内 に 灰 皿 を お い て い な い こ と 。  

・ 店 内 に 時 間 帯 禁 煙 の 導 入 を し て い る こ と の 表 示 が あ る こ と 。  

（ ィ ） 特 定 日 終 日 禁 煙  

・ 土 日 ・ 休 日 な ど 特 定 日 を 定 め 、 終 日 屋 内 禁 煙 と し て い る こ と 。  

・ 終 日 禁 煙 日 は 、 店 舗 内 に 灰 皿 を お い て い な い こ と 。  

・ 店 内 に 終 日 禁 煙 日 を 導 入 し て い る こ と の 表 示 が あ る こ と 。  

 

イ  対 象 施 設  

  飲 食 店 を 対 象 施 設 と す る 。  

 

  ウ  申 込 み 方 法  

    施 設 の 管 理 者 で 、禁 煙 推 進 店 普 及 事 業 の 区 分 に 該 当 し 、申 し 込 み を 行 う

場 合 は 、申 込 用 紙（ 別 紙 様 式 ８ ）に 必 要 事 項 を 記 入 し 、施 設 の 所 在 地 を 管

轄 す る 保 健 所 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

 

  エ  ポ ス タ ー の 交 付  

    禁 煙 推 進 の 普 及 を 目 的 と し て い る こ と か ら 、申 請 時 、必 要 事 項 を 満 た し

て い る 場 合 は 、保 健 所 長 は 、禁 煙 の 時 間 帯 、特 定 日 な ど を 記 入 し た 掲 示 用

ポ ス タ ー を 即 日 配 布 す る 。  

 

オ  推 進 店 の 管 理  

      各 保 健 所 長 は 、禁 煙 推 進 定 台 帳（ 別 紙 様 式 ９ ）に 推 進 店 と し て 申 込 み の

あ っ た 施 設 を 記 録 す る と と も に 、禁 煙・分 煙 認 定 施 設 及 び 禁 煙 推 進 店 報 告

書（ 別 紙 様 式 ６ ）に よ り 台 帳 の 写 し を 添 え て 四 半 期 ご と に 健 康 増 進 課 長 へ

報 告 す る も の と す る 。  

 

 



 

 

カ  禁 煙 推 進 店 の 公 表  

    健 康 増 進 課 長 は 、 禁 煙 推 進 店 名 等 を 公 表 す る 。  

 

５  そ の 他  

（ １ ） 不 認 定 の 施 設 へ の 指 導  

      不 認 定 と な っ た 施 設 に 対 し て 、保 健 所 長 は 効 果 的 な 受 動 喫 煙 対 策 が 実 施

さ れ る よ う 指 導 す る も の と す る 。  

 

（ ２ ） 施 設 管 理 者 及 び 喫 煙 者 等 へ の 意 識 啓 発  

      健 康 増 進 課 長 及 び 各 保 健 所 長 は 、４ の（ １ ）イ 、（ ２ ）イ の 施 設 の 管 理

者 及 び 喫 煙 者 等 に 対 し 、受 動 喫 煙 の 防 止 に 対 す る 意 識 を 喚 起 し 、そ の 実 施

を 促 す も の と す る 。  

 

   附 則  

    こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ６ 年 ２ 月 ２ ０ 日 か ら 実 施 す る 。  

  改 正 後 の 要 綱 は 、 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  改 正 後 の 要 綱 は 、 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


